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京
都
静
岡
大
山
学
粧
漕
皐
舎

大
曾
記
事

京
都
帝
岡
大
山
中
川
脱
情
的
中
品
目
第
七
川
大
什
バ
五
月
三
十

日
午
後
一
時
よ
h
新
館
第
三
教
室
で
聞
け
仇
さ
れ
た
。
賞

日
は
折
感
し
(
定
一
刻
一
一
一
一
一
時
間
ば

h
r
b
前
よ
b
激
し
い

前
鳴
ピ
共
仁
大
雨
が
殺
を
ぬ
す
伐
に
降
っ
た

ω
で
ゐ
る

が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
す
多
数
の
孤
来
が
家
集
せ
ら
れ

(
第
一
批
一
二
一
h
)
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雑

京
柑
帝
岡
大
串
抑
制
尚
早
合
大
脅
組
事

録

h
h
o

本
山
暗
部
を
は
じ
め
法
皐
部
文
等
部
農
事
部
等
の
数

授
が
多
数
出
席
せ
ら
れ
花
。
定
刻
先
づ
河
回
数
授
は
開

舎
の
併
を
述
べ
夏
に
曾
計
報
告
を
せ
ら
れ
、
つ
い
で
講

演
に
移
る
。
汐
鬼
助
教
授
は
「
獅
逸
の
財
政
」
ど
い
ふ
演

題
の
下
に
二
時
間
宇
に
亘
っ
て
詳
細
に

L
か
も
明
瞭
に

講
演
せ
ら
れ
た
。
今
そ
の
要
項
の
み
を
掲
げ
ん
に
、

「
一
八
七
一
年
自
描
也
市
m
圃
雄
投
白
時
よ
り
、
一
九
一
四
年
の
世
界

職
争
、
一
丸
一

λ
年
四
革
命
、
衣
い
て
起
り
し
マ
ル
ク
の
恭
落
、

v

I
ズ
案
、
愉
致
協
定
と
、
政
川
由
民
主
「
る
し
い
展
開
に
仲
日
、
制
趨

。
財
政
は
訓
常
な
る
恕
化
を
選
げ
た
の
ど
あ
る
。

A
E
似
に
「
マ
ル
ク
下

帯
と
財
政
」
「
租
柑
制
度
白
鶴
趨
」
「
描
治
の
租
枕
負
強
力
の
問
題
」
山
口
一
二

項
に
分
ち
、
こ
れ
に
よ
り
硝
増
田
則
政
を
め
「
れ
る
諸
問
題
山
性
ぬ
を

明
か
一
い
す
る
。

マ
ル
ク
Mm
下
略
し
て
金
紙
白
聞
に
異
常
な
る
闘
曹
を
生
ず
る
に
亘
っ

た
原
凶
に
つ
い
て
は
、
蹄
躍
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
附
宜
せ
ら
れ
ね
ば
な

ら
向
。
思
ふ
に
、
職
時
時
伎
の
叫
水
、
職
敗
よ
り
す
る
賠
償
金
白
負
摘
、

銑
遊
牧
入
の
祉
施
、
ル
ー
ル

ι釦
に
土
る
収
支
恥
践
の
一
揖
飢
轄
の
刷
政

上
の
原
山
内
外
に
、
又
嗣
民
組
前
山
疲
弊
に
基
〈
園
際
貸
借
心
不
利
を

幸
町
る
事
d
r

山
車
る
。

ζ

由
一
両
者
が
凶
主
な
り
呆
と
な
り
、
共
上
日

目。Z
E目

-zE
白
制
定
的
如
奇
恨
綻
的
原
川
内
出
加
は
り
、
還
に
史
上

未
官
有
の
暴
落
を
且
た
の
で
あ
る

Q

兎
に
角
事
貨
と
し
て
、
一
金
マ
ル

ク
に
到
し
時
前
一
杭
マ
ル
ク

η
り
し
も
白
出
、
職
後
一
九
一
九
年
に
は

一
O
紙
マ
ル
ク
、
一
九
二
三
年
十
一
月
末
に
は
一
兆
献
マ
ル
タ
に
落
ち

た
凶
で
あ
っ
た
。
結
副
部
は
削
る
明
瞭
で
あ
る
。
究
僻
及
び
貨
僻
に
川
中
ず

l

o

~

，
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第
一
抗

山崎
【」

一
山
O
)

る
も
山
A

L

O

を
有
せ
る
人
を
滅
ぼ
し
た
の
て
あ
る
。
紐
済
原
論
自
書
物

に
あ
る
「
貨
特
例
他
自
下
落
は
貸
手
を
苦
し
め
、
保
険
契
約
者
公
個
所

有
者
障
給
生
活
者
に
不
利
で
る
る
」
の
文
首
位
か
{
て
加
賀
に
行
は
れ

た
の
で
あ
っ
た
。
財
政
白
窮
乏
が
マ
ル
ク

ω
下
落
を
促
し
た
事
は
釦
簡

で
あ
る
が
、
地
に
マ
ル
ク
山
轟
搭
が
財
政
を
官
し
め
た
事
も
守
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
徴
松
山
賀
が
租
柑
牧
入
山
政
倍
に
よ
っ
た
り
、
儲
遊
牧
入
J
F

錨

泊
組
幹
費
四
一
小
部
分
に
過
ぎ
な
か
っ
た

9
、
輸
入
刷
括
よ
り
も
輸
出

帽
枕
出
事
ら
行
は
れ
る
様
に
な
っ
た
り
、
想
像
だ
に
州
車
白
鶴
恕
を
随

所
に
現
出
し
た
の
で
あ
る
。
町
出
同
家
財
政
由
上
に
全
〈
呉
ワ
た
影
響

を
及
ぼ
し
た
も
山
と
し
て
公
債
心
方
面
を
閑
却
し
て
は
な
ら
ぬ
。
マ
ル

ク
白
下
絡
は
凶
家
止
し
て
迭
に
公
偵
の
負
摘
を
売
れ

L
め
た
自
で
あ
っ

た
。
職
裂
を
租
松
亡
主
排
す
べ
き
か
又
日
公
偵
に
よ
る
べ
き
か
に
就
て

は
則
政
出
干
上
細
々
山
議
論
が
あ
る
が
‘
唱
に
角
出
迎
は
職
費
の
大
部
分

を
公
仙
に
仰
ぎ
而
も
結
果
に
於
て
そ
の
抽
ん

r
+都
を
踏
み
倒
し
た

ω

で
あ
る
。
こ
れ
て
園
一
品
ぬ
抑
は
腔
減
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
人
心
に
は

定
め
L
語
い
影
響
を
興
へ
た
事
と
思
ふ
。
今
後
内
戦
争
に
於
て
果
し
て

時
易
に
公
債
を
募
集
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。
裂
す
ゐ
に
マ
ル
ク
下
落
は

件
大
な
る
事
抑
れ
で
あ
っ
た
。
此
事
賀
山
前
に
は
、
財
政
回
申
書
の
好
ん
て

川
ふ
る
月
並
山
小
説
諭
は
借
切
に
無
力
で
あ
る
。

ι
f
宇
崎
車
の
肘
政

副
4

は
、
此
事
・
刊
に
刺
戟
せ
ら
れ
、
財
政
虫
滝
川
政
統
計
、
組
捕
と
法
仰
と

の
交
渉
の
方
面
に

E
P
M
土
山
桂
意
を
掛
ふ
こ
と
L

m
届
ふ
。
仙
一
言
す

eへ
き
は
、
一
闘
の
本
位
貸
怖
が
人
心
に
及
ぼ
す
膨
響
由
大
な
る
事
て
あ

る
0

マ
ル
ク
下
落
由
際
に
は
、
出
制
地
由
人
心
回
、
損
控
世
離
れ
な
い

誌
も
、
一
部
分
仙
胸
聞
に
摩
か
ざ
る
を
待
な
か
っ
た
白
で
あ
っ
た
。
係

る
に
マ
ル
ク
安
定
以
端
、
特
に
フ
ラ
ン
が
下
搭

L
始
め
て
か
ら
は
、
働
園

に
劃
す
る
占
飼
地
人
民
自
民
抗
が
特
に
甚
だ

L
tな
っ
た
様
で
あ
る
。
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-R
は
「
租
枕
制
度
目
鶴
議
」
て
あ
る
。
捕
逸
帝
岡
部
共
起
源
を
閥
砥
同

盟
北
燭
逸
聯
邦
に
議
し
た
闘
係
上
、
間
接
枕
が
帝
闘
枇
山
中
心
を
な
し

て
ゐ
た
。
一
入
じ
一
年
調
逸
帝
副
砧
設
の
後
に
於
て
も
、
直
接
穂
は
聯

邦
主
と
し
て
之
を
牧
め
、
帝
閣
は
間
接
揖
且
び
聯
邦
よ
り
申
分
措
企
に

よ
っ
て
其
組
提
を
主
排
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
備
租
務
槽
闘
を
嚇
邦
が

支
配
し
て
ゐ
た
事
も
注
目
す
べ
き
事
寅

γ一
あ
る
。
其
後
燭
遁
帝
儲
は
共

統
一
世
完
成
せ
ん
が
鴻
め
に
財
政
方
面
に
其
勢
力
。
蜘
磁
を
努
め
た
の

で
あ
っ
た
が
、
世
に
失
敗
に
師
し
た
。
ピ
ス
マ
ー
ク
白
勢
曜
を
以
て
す

る
も
煙
車
。
専
埠
に
敗
れ
、
鋪
道
を
帝
国
自
手
に
て
細
管
せ
ん
と
し
て

議
官
に
否
決
せ
ら
れ
、
最
後
日
火
活
心
専
従

E
t
て
し
か
も
其
目
的
を

達
L
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
其
後
世
界
戦
争
に
入
リ
、
描
誕
帝
闘
は

漸
〈
州
刊
儲
枇
一
般
財
産
晴
加
枯

E
其
手
に
牧
め
た
が
、
例
大
組
問
走
動
か

す
に
主
ら
な
か
っ
た
。
職
事
怯

7
2盟
年
一
九
一
九
年
以
端
、
財
政
上

回
品
川
世
に
辿
ら
れ
、
間
使
枕
山
改
正
明
徴
白
井
に
、
帝
同
銀
行
非
常
松

鴨
川
利
得
描
申
制
定
あ
り
、
帝
闘
は
桂
3
租
枯
由

J

K
其
手
を
ひ
ろ
げ

た
白

τあ
る
o

一
九
一
九
年
山
北
和
幽
の
新
車
法
は
、
共
仙
の
方
面
に

於
け
る
が
如
{
、
財
政
上
に
於
て
も
り

E
z
n
E
E
E
z
t
2
巳
【
自
の

開
処
印
ち
帝
閣
は
「
邦
」
地
方
幽
値
目
上
に
あ
る
半
を
示
し
て
ゐ
る
@
組

い
て
起
っ
た
エ
ル
ツ
ペ
ル
ガ
l
白
財
政
改
革
は
新
説
訟
の
此
精
帥
を
助

政
上
に
明
耐
に
示
し
た
も
由
ど
あ
う
た
、
比
意
味
に
於
て
一
九
一
九

年
寸
二
月
四
目
立
内
『
目
『
四
戸
一
足
。
丘
ロ
ロ
ロ
明
及
び
一
丸
二

O
年

三

月

の

H
b
Z
2鬼
門
戸
白
羽
田
宮
は
一
時
期
を
劃
し
た
立
法
と
云
ふ
事
が
山
車

る
。
掛
逸
帝
国
は
、
従
車
「
邦
」
白
監
督
下
に
あ
り

L
祉
務
樹
酬
を
其
手

に
牝
む
る
と
共
に
、
助
ん

E
凡
て
の
好
助
泌
を
帝
園
枯
と

L
、
「
邦
」
地

方
刷
値
に
は
其
牧
入
山
一
部
圭
分
県
ナ
る
と
と
に
し
た
白
で
あ
る
。
新

絹
塩
田
財
政
に
世
合
的
佃
向
あ
る
事
は
何
人
も
同
む
る
所
で
あ
る
が
、

録

京
柑
帝
河
大
型
経
済
同
平
合
大
A
W
砲
事

雑

同
時
に
中
央
集
描
山
色
彩
が
濃
厚
に
な
っ
た
事
も
紙
調
す
る
を
碍
な

い
。
積
年
白
宿
姐
た
る
C

O
中
央
集
描
出
、
岡
家
雄
時
の
際
、
右
鶴
自

力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ず
、
同
力
衰
退
由
時
に
、
主
骨
冊
目
手
亡
完
成
せ
、
b

れ
た
の
は
、
一
山
皮
肉
で
あ
る
。

品
後
に
「
揃
逸
田
租
枇
負
協
力
山
問
題
」
を
論
ず
る
。
此
問
題
は

mu唱

ド
l
ズ
案
戸
閥
嚇
し
て
非
常
に
逗
岨
で
あ
る
。
世
界
職
争
棒
了
後
最
返

に
至
る
迄
交
職
諸
聞
の
租
枕
負
婚
相
去
が
各
種
山
魁
宇
て
鼎
問
者
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
そ
の
何
れ
を
且
て
も
、
職
事
に
勝
っ
た
瞥
心
英
仰
の
租
枯
民

鵡
組
副
大
て
あ
っ
て
、
職
併
に
肱
札
た
筈
心
掛
品
岨
白
負
掘
制
が
小
に
な

っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
る
一
〈
職
時
良
債
の
閥
係
よ
り
生
ピ
た
紡
川
端
で
あ
る
。

舗
法
は
内
債
と
租
拍
と
ど
職
事
を
行
ひ
、
，
而
も
内
債
は
マ
ル
ク
白
下
落

て
全
部
前
算
し
て

H
僻
ワ
た
。
然
る
に
英
側
は
時
貨
を
租
砥
と
公
債
而

も
少
な
か
ら

F
る
外
債
E
支
排
し
比
負
婚
は
依
鮪
と
し
て
右
在
し
て
ゐ

る
。
其
紺
某
と
し
て
、
英
曲
雨
閣
の
租
枕
負
拙
制
出
掛
畠
の
そ
れ
よ
り
も

大
と
な
っ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
。
ド
l
ズ
案
は
第
一
歩
を
こ
L

に
踏
み
山

し
て
ゐ
る
。
一
雄
賠
償
金
な
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
出
巳
に
人
偽
的
自

も
白
J

あ
ワ
て
.
従
っ
て
其
金
額
に
封

L
℃
も
何
等
白
よ
る
べ
き
拠
地

が
存
在
し
た
い
。
然

L
寺
へ
方
に
よ
れ
ば
、
「
黄
金
自
玉
子
を
と
る
属
め

に
は
鷲
品
を
裂
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
云
ふ
意
味
旧
制
阻
が
賠
償
金
額
四

決
定
に
も
存
在

L
得
る
諜
て
あ
る
。
「
租
枇
負
櫓
組
白
少
い
捕
逸
か
ら
、

出
来
る
だ
け
多

t
の
賠
償
金
を
受
取
ち
う
。
品
開

L
程
度
を
越
す
企
元
も

子
も
な
〈
な
る
」
従
っ
て
樹
謹
白
負
指
能
力
に
肱
じ
特
抑
的
に
白
働
的

に
賠
償
金
制

E
定
品
る
必
要
出
生
ビ
る
。
遊
に
於
て

V
1
ズ
案
は
鋳
築

指
般
を
作
製
し
て
揃
抽
曜
の
負
扱
能
力
を
測
定
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て

y

l
ズ
案
白
繁
栄
指
酎
を
論

γ
る
に
は
、
体
一
に
、
描
品
唱
の
租

枇
負
強
額
が
英
仰
に
比
し
小
な
り
と
一
再
ふ
は
民
た
り
字
、
都
ニ
に
、
錯
柴

第
二
十
一
巻
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一
斑
一
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雑

京
都
帝
剛
大
場
料
時
都
骨
太
脅
問
事

紘

指
酎
は
来
し
て
租
税
負
治
力
を
反
則
砕
す
る
に
充
分
な
り
宇
曲
川
旭
出
生

じ
る
。
第
二
回
問
題
は
租
軸
負
措
力
な
る
も
山
を
説
町
帽
の
み
よ
り
且
る

ぺ
き
か
又
は
課
税
制
耐
単
白
方
面
を
も
制
服
す
べ
き
m
T

白
財
政
統
計
白
技

術
よ
白
問
題
、
と
刷
嚇
し
て
来
る
。
第
一
白
問
題
は
!
マ
ル
ク
下
市
町
に
よ

る
公
債
由
償
越
は
、
呆

L
て
貨
質
上
に
於
て
描
識
の
和
措
負
拍
闘
を
粧

減
せ
り
守
山
動
に
倒
れ
る
。
此
古
町
は
串
非
自
末
拓
自
由
野
で
あ
る
。

以
上
白
一
一
一
酷
は
、
猫
品
曜
の
別
世
に
胤
す
る
諸
川
地
白
中
山
僅
か
一
部

分
た
る
に
過
ぎ
な

V
、
総

L
何
れ
も
草
川
宜
問
題
た
る
を
決

H
た
い
。
従

端
、
僻
定
平
副
の
硯
あ
り

L
財
政
事
E
諸
制
諭
弘
、
制
堆
川
政
由
叫
盟
帥
押

な
る
大
事
貨
に
直
面
し
て
は
或
泊
四
脳
挫
を
丑
け
な
い
て
ゐ
ら
れ
な
い

だ
ら
う
。
」

汐
見
切
教
授
の
講
演
が
終
る
や
、
小
島
教
授
は
「
縦

憐
ご
法
律
ど
の
交
渉
」
ざ
い
ム
問
題
を
提
げ
て
起
た
れ

た
。
そ
の
詩
的
の
要
領
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

近
世
白
法
律
は
、
そ
の
多
〈
心
規
定
封
印
聞
神
に
闘
す
る
川
品
川
ん
で
あ

る
。
例
へ
ば
我
回
目
法
律
に
つ
い
て
一
一
首
ふ
も
、
越
訟
の
う
ち
に
も
純
焼

却
定
が
あ
り
、
民
訟
の
大
部
分
、
商
法
由
全
部
は
抗
に
組
憐
規
定

E
あ

り
、
刑
法
山
う
ち
に
も
亦
立
が
且
山
さ
れ
る
。
か
(
の
如
〈
、
近
世
法

律
由
大
部
分
が
紐
済
措
叫
悼
と
冒
っ
て
よ
い
枇
躍
で
あ
る
自
に
単
に
、
組

済
自
授
謹
は
、
特
別
訟
と

L
て
多
〈
由
組
前
怯
律
。
制
定
を
促
し
た
。

試
h
F

に
大
正
に
入
て
か
ら
の
我
岡
白
特
別
訟
を
見
て
も
そ
白
大
部
分

は
担
商
法
律
て
あ
る
。
即
ち
、
華
族
世
製
財
産
法
、
排
出
士
法
、
利
説

法
、
借
地
法
、
借
家
訟
、
借
地
借
家
調
停
法
、
信
託
訟
、
信
託
業
法
、

無
盛
業
法
、
輸
出
組
合
法
.
草
嵯
輸
出
品
工
業
組
合
法
、
揃
業
助
幽
抵

常
法
、
外
人
土
地
所
布
訟
、
邑
曹
は
拙
て
騨
掛
怯
枠
で
あ
る
。

j

i

!

V

1

凶
泊
四
叫

ι川
河
川
U
1
1
i
i
f

-Ea'E 

¥ 

第
二
十
一
容

(
件
一
抽

右
心
加
〈
、
ヤ
也
世
詰
科
に
於
て
盆
々
担
蹄
的
色
刷
世
が
世
厚
と
な
っ
た

の
は
、
一
口
に
首
へ
ば
、
組
流
出
資
注
し
た
の
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、

株
ら
ぱ
純
演
が
設
達
す
る
ξ
何
故
に
髄
蹴
訟
律
が
多
f
な
る
か
&
い
ふ

)
 

に
、
そ
れ
は
、
凡
そ
四
つ
に
分
け
て
且
る
ζ

止
が
川
端
る
。
印
ち
一
組

(
 

憐
政
策
の

-n行
ιは
山
抗
体
由
却
定
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
の
あ
る
こ

と
、
「
恭
利
単
純
令
、
外
川
四
舶
沿
岸
足
品
昭
一
禁
止
、
外
人
J
地
所
引
法
、

工
業
刷
山
剛
山
祉
協
法
白
削
き
は
こ
れ
)
付
加
陣
内
の
資
法
令
』
侃
越
す
る
が
錦

品
に
、
鯉
消
却
泉
山
、
止
も
山
主
性
質
を
叫
叫
砕
を
以
て
本
む
る
必
事
あ
る

ζ

止
、
(
合
批
品
、
手
出
怯
、
斜
計
弘
、
貨
僻
詰
皮
此
向
訟
の
削
岩

)
 

は
こ
れ
、
、
い
従
来
一
般
的
な
る
出
仲
規
定
山
下
に
世
か
れ
て
肘
っ
た

締
消
却
蔀
も
、
毛
れ
い
か
遊
逢

L
複
雑
と
な
る
に
従
っ
て
、
之
に
劃

L
特

別
に
山
仲
を
制

P

ん
す
る
必
裂
に
拙
ら
る
λ

こ
と
、
(
都
世
業
法
、
借
地

法
、
伯
家
法
、
借
地
借
家
訓
伴
法
由
加
き
は
こ
れ
て
附
新
ら
た
な
る

制
岬
剖
象
出
移
入
せ
ら
れ
た
る
が
た
め
、
之
百
封
す
る
法
律
を
加
盟
と

す
る
こ
と
(
信
託
法
、
信
託
業
法
白
如
き
は
こ
わ
)
。

組
消
の
護
連
ほ
か
{
心
加
〈
、
近
世
証
作
を
し
て
、
往
2
多
〈
経
済

法
律
た
る
性
質
L
Z
有
た
し
む
る
こ
と
与
な
る
の
ど
あ
る
が
、
進
に
一
つ

の
州
制
が
あ
る
。
そ
は
、
法
律
白
却
山
ん
に
品
目
れ
た
る
紐
椀
現
象
は
そ

由
本
来
山
盛
山
ま
L

て
之
に
読
は
れ
て
肘
る
か
と
い
ふ
己
主
て
応
る
。

換
百
せ
は
、
立
法
有
に
よ
り
て
山
内
へ
ら
れ
た
る
料
消
剖
象
山
性
質
は
、

そ
心
本
来
山
性
質
と
同
一
で
あ
る
か

rう
か
、
と
い
」
問
題
て
あ
る
。

立
法
者
は
、
組
叫
割
議

K
M庄
内

J
に
取
扱
λ
に
悦
り
て
は
、
も
と
よ
り

そ
由
本
市
郡
山
番
目
於
て
之
に
去
は
さ
ん
こ
と
を
静
め
る
。
般
に
、
翻
掛

現
象
山
訟
咋
上
白
判
断
A
と
そ
山
本
高
白
性
質
と
は
、
事
〈
の
場
合
に
於

て
釦
諭
一
致
ナ
る
。
併
し
乍
ら
、

ξ
き
と
し
て
は
、
又
こ
白
ニ
つ
の
も

の
が
刷
一
致
せ
ざ
る
こ
と
も
あ
る
。
倒
へ
ば
、
我
両
訟
に
於
て
は
、
保

~'l 

) 

山県



ι.，
〆
・
』

a
v
p
v
，
 

J--「r' 

tt目、

険
料
は
報
酬
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
居
る
が
、
併
し
保
険
料
の
本
曜
の
性

質
は
、
仲
立
入
の
報
酬
、
附
H
且
白
報
酬
な

E
A
同

E
報
酬
で
は
な
〈
、
経

済
上
自
制
質
と

L
て
は
、
必
ず
そ
の
一
部
位
保
管
積
立
て

ιる
べ
き
も

の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
嗣
湾
現
象
に
劉

L
て
立
法
者
出
典
う
る
性
質
出
、
そ
の

本
車
の
性
質
と
一
致
し
た
い
場
合
由
起
る
斑
曲
目
、
或
は
立
法
者
に
於

て
十
分
に
そ
の
現
識
の
本
質
を
町
解

L
て
居
た
い
と
と
に
よ
る
と
と
も

あ
ら
う
。
掠
る
場
合
に
は
粧
品
開
隼
者
は
、
彼
自
親
切
な
る
ア
ド
グ
γ

イ

サ

1
て
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
畔
L
文
時
と
し
て
は
、
右

ω
不
一
致
日
法

律
技
術
上
白
結
果
で
あ
る
場
骨
も
あ
る
。
尤
も
訟
咋
技
術
の
根
本
蝉
刊

位
、
組
定
事
品
棋
の
法
律
上
自
性
質
を
そ
白
本
来
向
性
質
に
一
致
せ
し
む

る
所
に
あ
る
。
併
し
一
耳
事
司
法
曲
作
は
一
円

J

目
棺
系
と
し
て
成
立
し
て
居

る
-
も
の
で
あ
る
か
ら
、
融
合
事
象
を
法
梓
土
の
も
の
と
す
る
に
首
つ
て

は
、
之
を
と
の
睡
系
に
週
合
す
る
血
聞
の
規
定
に
は
め
込
む
と
と
ゐ
な

る
。
こ
の
場
合
に
、
本
来
白
性
質
の
ま
ミ
て
税
定
に
は
め
弘
み
得
ら
る

ミ
も
の
も
あ
れ
ば
、
或
は
便
宜
上
多
・
9
本
車
の
判
質
主
異
色
も
の
と
な

ワ
て
は
め
込
ま
れ
て
も
、
全
世
の
法
律
規
定
自
構
成
上
、
之
を
法
律
に

於
て
岨
扱
ふ
の

H
的
世
帯
す
る
ζ

と
h

な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
此
後

白
場
合
に
於
て
は
、
訟
律
技
紺
山
便
宜
自
活
め
に
組
曲
同
研
議
出
共
本
車

白
性
質
と
拠
る
所
目
法
仲
上
山
性
質
量
有
つ
己
と
h

な
る
り
で
あ
る
。

か
く
て
立
法
者
に
よ
り
て
奥
へ
ら
れ
た
る
恒
梢
現
細
部
の
刊
質
と
そ

の
本
高
山
性
質
と
が
、
最
初
日
一
致
し
て
居
る
に
せ
よ
又
は
し
て
居
な

い
に
せ
よ
、
時
白
魁
祖
は
ま
た
と
四
一
刷
者
に
距
た
り
を
作
る
。
法
律
。

規
定
は
一
皮
作
ら

ιて
後
は
何
等
目
成
長
を
し
な
い
。
掠
る
に
組
蹄
上

白
事
柄
は
往
々
甚
だ
越
か
な
る
成
長
を
す
る
。
そ
し
て
之
に
よ
っ
て
生

ず
る
右
自
距
た
り
は
、
そ
の
祖
度
目
僅
か
な
る
問
は
、
法
棋
の
解
糠
従

雑

録

京
都
帝
闘
大
事
担
情
事
官
大
宮
舵
事

っ
て
そ
の
適
用
に
手
心
ま
加
へ
る
こ
去
に
よ
っ
て
、
之
を
調
節
す
る
ζ

と
が
出
謀
る
。
併
し
或
程
度
を
超
ゆ
る
と
か
込
町
。
川
節
が
き
か
な

f
な

る
。
法
律
の
改
正
、
又
は
新
た
る
法
律
が
む
白
場
合
に
生
ず
る
。

時
由
経
過
に
よ
っ
て
法
律
の
規
定
が
異
る
こ
と
が
あ
る
と
共
に
、
所

副
典
り
岡
部
興
る
に
従
っ
て
ま
た
法
律

ω
規
定
出
、
縦
ひ
同
一
目
相
済

現
象
に
つ
い
て
も
拠
る
こ
と
が
あ
る
。
具
る
事
情
白
下
に
於
で
は
閥
均
る

法
制
を
必
車
、
と
す
る
か
ら
て
あ
る
@

さ
で
訟
律
は
削
る
大
な
る
臨
制
力
を
有
つ
も
の
で
あ
る
。
故
に
法
律

ω
規
定
に
於
て
眠
放
は
れ
肘
る
限
切
は
、
相
凶
現
象
も
大
峰

ι於
て
法

律
の
指
示
す
る
方
向
に
従
っ
て
進
行
す
る
の
件
は
た
い
。
法
枠
J
M

割
済

自
殺
謹

E
助
〈
る
ζ

と
与
な
る
の
も
、
ま
た
は
告
す
る
と
と
込
な
る
の

も
之
が
斜
め
で
あ
る
。
両

L
て
、
法
律
上
自
性
質
と
純
済
現
象
山
本
躍

り
一
性
質
と
が
持
っ
て
居
る
と
き
、
又
は
興
る
も
の
と
な
っ
た
と
き
に

は
、
法
律
は
紐
抽
聞
の
資
法
を
串
ろ
書
す
る
ζ

と
L

な
り
晶
ぃ
。
故
に
紐

湾
問
申
者
は
、
法
律
出
組
出
制
象
を
如
何
に
規
定
し
て
ほ
る
か
山
研
究
を

車
る
と
と
が
山
車
な
い
V

ロ

R
M肱
枠
が
紐
済
自
縫
控
を
害
す
る
こ
主

h
t

る
が
如
、
き
は
、
却
前
そ
の
本
車
内
趣
旨
で
は
な
い
。
献
に
法
律
家
も

亦
、
担
椀
現
象
山
成
長
。
有
様
を
常
に
詰
覗
す
る
の
義
務
が
あ
る
。

訟
律
と
脚
抽
問
、

ζ

の
ニ
つ
の
も
の
品
、
今
日
に
於
て
は
到
底
相
分
離

し
て
孤
立
的
な
る
研
究
を
許
さ
ピ
る
も
白
て
る
る
。

河
田
博
士
、
閉
曾
の
備
を
逃
ぷ
べ
〈
再
び
整
摘
せ
ら

れ
、
今
後
の
大
曾
に
於
て
は
、
講
演
級
、
質
問
、
討
論

を
も
行
ひ
度
、
一
書
官
を
述
べ
ら
れ
て
・
こ
の
講
演
曾
は
終

了
を
告
げ
た
。
時
に
午
後
五
時
。
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